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はじめに

介護給付費等の請求でエラーが発生した場合に、国保連合会から通知する「請求明細書・給付

管理票返戻（保留）一覧表」の中で、特に件数の多いエラーの説明と対応方法を取りまとめました

ので、ご活用ください。

「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」とは単位

国保連合会での審査結果で返戻や保留となったエラーコードやエラー内容が記載されている帳

票です。

本帳票に記載があった請求は、介護給付費等の支払いは行われていないため、内容を確認の

うえ必要に応じて訂正等を行っていただき、国保連合会に再度の請求を行ってください。

※保留については、「３．審査内容について（保留とは）」を参照ください。

【インターネット請求を行っている事業所の差替えについて】

大阪府国保連合会の独自システムである「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」を使用し、かつ、インターネット請求を

行っている事業所のみ、受付１０日締切後、２営業日目から当月の請求状況を公開し、5営業日

目の午後３時まで差替え期間を設けております。

例① １０日が月曜日の場合

１２日（水）の午後に審査結果を公開し、17日（月）午後３時までが差替え期間となります。

例② １０日が金曜日の場合

１４日（火）の午後に審査結果を公開し、１7日（金）午後３時までが差替え期間となります。

大阪府国民健康保険団体連合会
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１．本マニュアルの用語等について

○請求様式

介護給付費明細書
総合事業費明細書
給付管理票・・・・・・・・・・・利用者の介護サービスの計画を示したもの。
給付管理票総括票・・・・・サービス月に発生した給付管理票の件数等を記載するもの。

○用語の説明

標準システム・・・・・・・・・・国保連合会が保険者（市町村）から委託を受け、介護給付費等 の支払等 に関す

る事務処理を行うためのシステム(国保中央会が開発した全国共通のシステム)

保険者等・・・・・・・・・・・・・各市町村・くすのき広域連合会及び福祉事務所のことを指します。

受給者台帳・・・・・・・・・・・保険者等から連携された「介護保険を利用する方」に関する情報

事業所台帳・・・・・・・・・・・指定機関から連携された「介護保険事業を行う事業所」に関する体制等の情報

過誤（取下げ）・・・・・・・・・既に支払を受けた請求（給付実績）の取り下げのこと。

※なお、過誤（給付実績の取下げ）を行わなければ修正した請求情報による

再度の請求を行うことはできません。

請求明細書等・・・・・・・・・介護給付費明細書及び総合事業費明細書

返戻・・・・・・・・・・・・・・・・・審査においてエラーとなり支払が行えなかったもの。

○関係機関

保険者（市町村）・福祉事務所 ・・・ 「介護保険を利用する方」 に関する業務などを行っています。

指定機関（府・各市町村・広域）・・・ 「介護保険事業を行う事業所」に関する業務などを行っています。

大阪府国民健康保険団体連合会

サービス月ごとに利用者のサービス種類内容及び単位数・単価を記載するもの。・・

🔙目次へ
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２.審査内容について

毎月１日～10日の間に請求した情報については、国保連合会にて審査が行われ、審査
の結果請求情報に誤りがないものについては「支払」へ、誤りがあるものについては「返
戻（エラー）」や「保留」扱いとなり、支払われない状態となります。
その審査は以下の種類があります。

① 一次審査・・・・・・事業所番号、保険者番号、生年月日、実日数等の誤りや記入漏れ等
基本的事項の審査をします。

② 資格審査・・・・・・事業所台帳、受給者台帳との突合、明細書、給付管理票の重複等の
審査をします。

③ 上限審査・・・・・・明細書情報と給付管理票情報の突合審査をします。

④ その他の審査・・緊急時施設療養費、緊急時施設診療費、所定疾患施設療養費、
特別療養費、特定診療費、特別診療費の請求内容を審査します。

⑤ 他都道府県の被保険者の審査・・・他都道府県の被保険者の請求は、被保険者の属
する都道府県の国保連合会で審査します。
（一次審査のみ大阪で行います。）

大阪府国民健康保険団体連合会
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３.審査内容について（保留とは）

毎月審査分において、居宅（予防）介護支援事業所及び保険者（自己作成）から提出された給付管理票が返戻になったため、
若しくは、給付管理票の提出がないため、介護給付費明細書等が保留となったものです。

① 月初めに国保連合会が送付する「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」に「支援事業所に請求明細書に対応した給
付管理票の提出依頼が必要」として、備考欄に“保留”と記載されています。

② “保留”と表示がある介護給付費明細書等は、国保連合会でその情報を保有 していますので、再提出は不要です。

居宅（予防）介護支援事業所または、保険者（自己作成）へ給付管理票（新規）の提出依頼をしてください。

③ 保留期間は1 ヶ月です。次月に給付管理票の提出がない場合、または提出した給付管理票が返戻になった場合は、介護給
付費明細書等も返戻扱いとなりますので、「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」には「支援事業所に請求明細書に対
応した給付管理票の提出依頼が必要」と表示され、備考欄は“返戻”となります。

この場合、介護給付費明細書等の再提出が必要となります。

④ 給付管理票の提出により審査が通った場合は保留復活となり、「介護保険審査決定増減表」の保留復活分欄に件数及び単
位数等が記載されます。

⑤ 保留期間中に、過誤申出及び再請求をすることはできません。

※ サービス計画費及び他都道府県利用者の請求は、返戻となります。

大阪府国民健康保険団体連合会

【例】５月に請求を行い、居宅（予防）介護支援事業所及び保険者（自己作成）給付管理票が返戻となった若しくは提出がなく、
６月に再度給付管理票を提出したが返戻となった若しくは提出を行わなかった場合の介護給付費明細書等の状態。

備考欄
「保留」

備考欄
「返戻」

令和3年5月請求 令和3年6月請求

🔙目次へ5



４.事業所向けインターネット情報公開支援サービス「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」について

◎ Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎとは

介護給付費等の請求を受付後、国保連合会にて審査を行っておりますが、本来、返戻等がある場合、審査が確定して支払決

定するまでは事業者側で確認することができません。

しかし、この大阪府国民健康保険団体連合会（以下、国保連合会）独自システムである事業所向けインターネット情報公開支援

サービス「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」では、資格審査分までの審査結果を公開しています。

また、インターネット請求を行っている事業所又は代理人は審査結果や件数を確認し、必要に応じて再度、「電子請求受付シス

テム」から請求を行い、その後不要な請求情報の削除申請を「Ｏｈ！Ｓｈｉｅｎ」から行うことで、請求の差替えを行うことができます。

これにより、返戻等が原因で当月請求分の支払が遅れるのを防ぐことができます。

※磁気媒体（ＣＤ・ＦＤ等）及び紙媒体請求を行っている事業所は、審査結果の確認を行うことはできますが、

差替えはできません。
・Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎの機能について

①誤った請求情報の削除機能
差替期間中であれば、事業所又は代理人は、審査結果や件数を確認し、必要に応じて、再度、「電子請求受付システム」から請

求を行い、その後不要な請求情報の削除申請を「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」から行うことで、返戻等が原因で当月請求分の支払いが減額にな
るのを防ぐことができます。

②確定情報機能

過去２年間に取り扱われた請求の支払額や過誤決定通知書等の結果を、受付年月ごと・受給者ごとにさかのぼって確認するこ

とができ、自事業所の届出内容も確認することもできる等、事業所にとって便利な機能も搭載されています。

・Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎの導入作業について
安全にＯｈ!Ｓｈｉｅｎを利用するにあたり、認証局証明書やクライアント証明書をインストールする必要がありますが、全て「Ｏｈ!Ｓｈｉ

ｅｎ」のホームページ上で処理を行う事ができます。

エラー件数の減少と給付費請求の遅延を防ぐ観点からも「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」の導入をお奨めします。

※詳細な導入方法については、導入・操作マニュアルをご覧ください。

大阪府国民健康保険団体連合会
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① 介護保険事業所等の皆様

≪大阪府国民健康保険団体連合会ホームページ≫ 【「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」へのアクセス方法】

介護保険事業所等の皆様＞請求・支払関係＞磁気及び電子請求について＞（２）事業所向けインターネット情報公開サービス（Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ）のホームページ

大阪府国民健康保険団体連合会

③ 磁気及び電子請求について

7

② 請求・支払関係



ＵＲＬからもアクセスできます。

ＵＲＬ
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｏｓａｋａ－ｓｈｉｅｎ.ｊｐ/ｏｈｓｈｉｅｎ/

⑤ 「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」トップページ画面に移動します。

大阪府国民健康保険団体連合会
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≪大阪府国民健康保険団体連合会ホームページ≫ 【「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」へのアクセス方法】

介護保険事業所等の皆様＞請求・支払関係＞磁気及び電子請求について＞（２）事業所向けインターネット情報公開サービス（Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ）のホームページ

④ （２）事業所向けインターネット情報公開サービス（Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ）の

『こちら（Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎサイト）』をクリックします。



・請求状況確認画面

１０日までに送信した請求情報について、資格審査までの状況（エラーor正常）が確認できます。
また、インターネットで請求を行っていただいた事業所のみ差替え期間を設けており、当月１０日

までに送信した請求情報の削除申請を行うことができます。
※差替え期間中の削除申請は、「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」でのみ行うことができます。

「電子請求受付システム」では、差替え期間中の削除申請を行うことができませんのでご注意ください。

＜詳細画面＞

詳細な操作方法や項目説明等については、
導入・操作マニュアルをご覧ください。

「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」操作画面イメージ

大阪府国民健康保険団体連合会

受給者ごとにエラー内容
の確認ができます。
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・事業所台帳画面

大阪府国保連合会では、毎月、介護保険事業所指定権者等（以下、指定機関）から指定事業所等の情報の授受・登録を行い、
その登録内容に基づき点検処理を行っております。

そこで、「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」上で、本会に登録されている自事業所の情報を確認することにより、算定区分の不一致等によるエラーを
事前に防ぐことができるとともに、「請求状況確認画面」（「Oｈ！Ｓｈｉｅｎ 導入・操作マニュアル」参照）でエラーを発見した場合に
も、事業所台帳関連のエラーであれば、そのまま「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」上で自事業所の登録内容を確認し、必要に応じて修正を行うこと
が可能となります。
※万が一、自事業所の登録内容と指定機関への届出内容に差異がある場合には、指定機関へお問い合わせをお願いします。

「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎ」操作画面イメージ

＜詳細画面＞

詳細な操作方法や項目説明等については、
導入・操作マニュアルをご覧ください。

大阪府国民健康保険団体連合会
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番
号

エラー内容

コード メッセージ

ＮＯ.1 1004 資格：該当サービスを算定できない事業所です。（介護職員処遇改善加算）

ＮＯ.2 101V
資格：該当サービスを算定できない事業所です。

（介護職員等特定処遇改善加算）

ＮＯ.3 1032
資格：該当サービスを算定できない事業所です。

（介護職員等ベースアップ等支援加算）

ＮＯ.4 101Z 資格：該当サービスを算定できない事業所です。(LIFEへの登録）

ＮＯ.5 120F 資格：住所地特例対象者であるため事業費明細欄に記載はできません。

ＮＯ.6 1407 資格：福祉用具商品コードのフォーマットに誤りがあります。

ＮＯ.7 140A 資格：福祉用具商品コードの上限単位数を超えています。

ＮＯ.8 2001 資格：保険者に認定されていない総合事業サービスです。

ＮＯ.9 10PT
資格：小規模多機能型利用開始月における居宅サービス等の利用有無との

関係に誤りがあります。

ＮＯ.10 10QB
資格：居宅サービス計画作成区分と計画サービス種類の関係に誤りがあり

ます。

ＮＯ.11 10QE 資格：生活保護指定を受けていない事業所のため請求できません。

ＮＯ.12 10QF 資格：受給者の要介護状態区分では算定できないサービスです。

ＮＯ.13 10VL 資格：指定・基準該当等サービス台帳の人員配置区分コードと一致しません。

５．返戻件数の多いエラーコード
大阪府国民健康保険団体連合会
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番
号

エラー内容

コード メッセージ

ＮＯ.14 10WP 資格：該当サービスを算定できない事業所です。（サービス提供体制強化）

ＮＯ.15 12P0 資格：受給者台帳に該当する受給者情報が存在しません。

ＮＯ.16 12P4 資格：受給者台帳記載の支援事業所番号と一致しません。

ＮＯ.17 12P5 資格：受給者台帳記載の居宅サービス作成区分と一致しません。

ＮＯ.18 12PA 資格：変更申請中の受給者です。

ＮＯ.19 12PB 資格：給付減額又は償還払化の受給者です。

ＮＯ.20 12PC 資格：特定入所者介護サービスを受けられない受給者です。

ＮＯ.21 12PD 資格：認定有効期間外の被保険者です。

ＮＯ.22 12Q5 資格：既に資格喪失した受給者です。

５ ．返戻件数の多いエラーコード
大阪府国民健康保険団体連合会

ＮＯ.23 12QA 資格：請求明細書様式に対する受給者の要介護状態区分が不正です。

ＮＯ.24 12QJ 資格：受給者の要介護状態区分では算定できないサービスです。

ＮＯ.25 12QT 資格：受給者台帳記載項目と一致しません。
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番
号

エラー内容

コード メッセージ

ＮＯ.26 12SA 資格：給付率が受給者台帳の設定と異なるため、自動訂正しました。

ＮＯ.27 13PS 資格：公費負担者台帳に該当する公費負担者情報が存在しません。

ＮＯ.28 13PW 資格：有効期間外の公費負担者です。

ＮＯ.29 14PH 資格：このサービスに該当する公費は適用されていません。

ＮＯ.30 14QＬ
資格：ターミナルケア（看取り介護）加算算定に必要な中止、退所年月日が未

設定、又は中止理由が誤っています。

ＮＯ.31 14QY 資格：同時に請求できないサービスです。

５ ．返戻件数の多いエラーコード
大阪府国民健康保険団体連合会

ＮＯ.32 ABB0 一次：必須項目であるのに値が存在しません。

ＮＯ.33 ABB3 一次：日付の形式に誤りがあります。

ＮＯ.34 ABB7 一次：規定の最大桁数を超えています。

ＮＯ.35 ADD0 一次：事業所基本台帳に該当する事業所情報が無効もしくは存在しません。

ＮＯ.36 ADD1
一次：指定・基準該当等サービス台帳に該当する事業所情報が無効もしくは

存在しません。

13



番
号

エラー内容

コード メッセージ

ＮＯ.37 ADD2
一次：保険者台帳及び広域連合行政区台帳に該当する保険者等の情報が存

在しません。

ＮＯ.38 ADD3 一次：事業所基本台帳の指定・基準該当サービス区分コードと一致しません。

ＮＯ.39 ADDF 一次：法別管理表に該当する法別番号情報が存在しません。

５ ．返戻件数の多いエラーコード
大阪府国民健康保険団体連合会

ＮＯ.40 AEE2 一次：日数が期間を超えています。

ＮＯ.41 AEF0 資格：請求された日数は受給可能な日数を超えています。

ＮＯ.42 AEFA 資格：請求された日数は受給可能な日数を超えています。

ＮＯ.43 AEFB 資格：請求された日数は受給可能な日数を超えています。

ＮＯ.44 AEFE 資格：当該サービスコードの算定に必要なサービスが請求されていません。

ＮＯ.45 AEFK
資格：請求された日数が加算の対象となる本体サービスの日数を超えていま

す。

ＮＯ.46 AHH7 資格：該当サービスを算定できない事業所です。(LIFEへの登録）

ＮＯ.47 AN04
資格：過去に該当する介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書を提

出済みです。

ＮＯ.48 AN08
資格：過去に該当する介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書

（介護予防マネジメント費）を提出済みです。

ＮＯ.49 ANN4 資格：過去に該当する介護給付費請求明細書を提出済みです。

14



番
号

エラー内容

コード メッセージ

５．返戻件数の多いエラーコード
大阪府国民健康保険団体連合会

ＮＯ.50 ANNM
資格：過去に該当する介護給付費請求明細書を提出済みです。

（ゼロ査定のサービスあり）

ＮＯ.51 ANN0 資格：同月に該当する給付管理票を提出済みです。

ＮＯ.52 ANN2 資格：同月に該当する介護給付費請求明細書を提出済みです。

ＮＯ.53 AN02
資格：同月に該当する介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書

を提出済みです。

ＮＯ.54 ANN7 資格：既に過誤調整を行っています。

ＮＯ.55 ANN9 資格：対象となる給付管理票は存在しません。

ＮＯ.56 ANNJ 資格：過去に該当する給付管理票を提出済みです。

ＮＯ.57 AS06 資格：事業費請求額が計算値を超えています。（給付率）

ＮＯ.58 ASSA
資格：規定値又は計算値を超えているため自動訂正しました。

（Ｓ０エラーの原因となっている可能性があります。）

ＮＯ.59 ASSB 資格：査定後の請求額が計算できません。

ＮＯ.60 AT0C 一次：公費負担者番号に該当する公費請求がありません。

15



番
号

エラー内容

コード メッセージ

ＮＯ.61 ATT0 一次：保険給付率が０（ゼロ）は、不正です。

ＮＯ.62 ATT5 一次：生保単独受給者のとき、保険請求額＞０は、不正です。

ＮＯ.63 ATTC 一次：公費給付率＞９０以外は、不正です。

ＮＯ.64 返戻
給付管理票に一致する事業所番号の記載がないため、支援事業所に確認し
てください（サービス種類・計画単位数も併せて確認してください）。

ＮＯ.65 返戻
給付管理票に一致する事業所番号とサービス種類の組合せの記載がないた
め、支援事業所に確認してください（計画単位数も併せて確認してください）。

ＮＯ.66 返戻
給付管理票の計画単位数が請求明細書の計画単位数未満であるため、支援
事業所に確認してください。

ＮＯ.67 保留／返戻 支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要。

ＮＯ.68 返戻 支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要。

５ ．返戻件数の多いエラーコード
大阪府国民健康保険団体連合会
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【ＮＯ.１】 １００４ 資格：該当サービスを算定できない事業所です。（介護職員処遇改善加算）

具体例）処遇改善加算の区分が国保連合会保有の事業所台帳と不一致の場合。

※加算の登録状況については、Oh!Shienの事業所台帳画面でご確認していただけます。

【原因】
国保連合会の事業所台帳に登録されている処遇改善加算の区分(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・無し のいずれか)と事業所から

請求された請求の区分が異なるため。

【対応方法】
請求していただいた加算の区分が正しい場合は、指定機関が国保連合会に登録している事業所台帳の設定

誤りも考えられますので、指定機関へ確認してください。

※地域密着型サービスや総合事業サービスの場合、保険者毎に事業所台帳の作成・登録を行うので、特定の
保険者に対する請求のみが返戻となることもありますので、返戻となった請求のサービス種類や保険者の確認してください。

処遇改善加算Ⅰを請求しているが、
台帳上では「5：加算Ⅱ」となっている

（Oh!Shienの事業所台帳画面）

5：加算Ⅱ

６. 「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」エラーコード対応マニュアル
大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ17



【ＮＯ.２ 】 １０１Ｖ 資格：該当サービスを算定できない事業所です。（介護職員等特定処遇改善加算）

具体例）特定処遇改善加算の区分が国保連合会保有の事業所台帳と不一致の場合。

※加算の登録状況については、Oh!Shienの事業所台帳画面でご確認していただけます。

【原因】
国保連合会の事業所台帳に登録されている特定処遇改善加算の区分(Ⅰ・Ⅱ・無し のいずれか)と事業所から

請求された請求の区分が異なるため。

【対応方法】
請求していただいた加算の区分が正しい場合は、指定機関が国保連合会に登録している事業所台帳の設定

誤りも考えられますので、指定機関へ確認してください。

※地域密着型サービスや総合事業サービスの場合、保険者毎に事業所台帳の作成・登録を行うので、特定の
保険者に対する請求のみが返戻となることもありますので、返戻となった請求のサービス種類や保険者の確認してください。

特定処遇改善加算Ⅱを請求している
が、台帳上では「2：加算Ⅰ」となって
いる

（Oh!Shienの事業所台帳画面）

🔙エラーコード一覧表へ

・
・
・

（請求内容）

大阪府国民健康保険団体連合会
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【ＮＯ.３】 １０３２ 資格：該当サービスを算定できない事業所です。（介護職員等ベースアップ等支援加算）

具体例）介護職員等ベースアップ等加算が国保連合会保有の事業所台帳と不一致の場合。

※加算の登録状況については、Oh!Shienの事業所台帳画面でご確認していただけます。

【原因】
国保連合会の事業所台帳に登録されている介護職員等ベースアップ等支援加算の内容と事業所からの請求が
異なるため。

【対応方法】
請求していただいた加算の届出が正しい場合は、指定機関が国保連合会に登録している事業所台帳の設定

誤りも考えられますので、指定機関へ確認してください。

※地域密着型サービスや総合事業サービスの場合、保険者毎に事業所台帳の作成・登録を行うので、特定の
保険者に対する請求のみが返戻となることもありますので、返戻となった請求のサービス種類や保険者の確認してください。

介護職員等ベースアップ等支援加算
を請求しているが、台帳上では「１：な
し」となっている

（Oh!Shienの事業所台帳画面）

1：なし

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ19



【ＮＯ.４】 １０１Z 資格：該当サービスを算定できない事業所です。（LIFEへの登録）

【ＮＯ.４６】 AHH７ 資格：該当サービスを算定できない事業所です。（LIFEへの登録）

大阪府国民健康保険団体連合会

LIFE（ライフ）とは
「科学的介護情報システム（Long-term careInformation system For Evidence）」。
リハビリテーション計画書等の情報や高齢者の状態やケアの内容等データの総称。
科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進のため、

厚生労働省がデータ収集している。

令和3年4月報酬改定から、一部の加算を算定するにはLIFE（ライフ）の登録、届出が必要
となりました。

🔙エラーコード一覧表へ

LIFEの登録が要件となる加算（令和3年4月）

・科学的介護推進体制加算 ・栄養マネジメント強化体制 ・自立支援促進加算 ・排せつ支援加算

・リハビリ計画書情報加算 ・口腔衛生管理加算 ・かかりつけ医連携薬剤調整加算

・リハビリテーションマネジメント加算（A）ロ、（B）ロ ・個別機能訓練加算Ⅱ ・口腔機能向上加算Ⅱ

・ADL維持等加算Ⅰ、Ⅱ ・褥瘡マネジメント加算Ⅰ、Ⅱ ・栄養アセスメント加算

（特別診療費）

・褥瘡対策指導管理 ・薬剤管理指導情報活用加算

・理学療法（Ⅰ）情報活用加算 ・理学療法（Ⅱ）情報活用加算 ・作業療法情報活用加算

・言語聴覚療法情報活用加算

【原因】
LIFE の活用等が算定要件に含まれる加算の請求については、LIFEへの登録が無ければエラーとなり請求が出来ないため。

【対応方法】
返戻（保留）一覧表に表示されるサービスコードのサービスについて、算定要件をご確認ください。
すでに届出を市町村に提出している場合は、市町村へ届出状況をご確認ください。

20



大阪府国民健康保険団体連合会

（参考例）通所介護の科学的介護推進体制加算のLIFE（ライフ）に関する算定要件

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示（令和3年3月15日厚労省事務連絡）
（6.通所介護 注19）

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し指定通所介護
を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、１月につき40単位を所定単位数に加算する。

イ 利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。）、栄養状態、口腔機能、認知症（法第５条の２第１項に規定
する認知症をいう。以下同じ。）の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

ロ 必要に応じて通所介護計画を見直すなど、指定通所介護の提供に当たって、イに規定する情報その他指定通所介護を適切かつ有効
に提供するために必要な情報を活用していること。

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（令和3年3月16日厚労省事務連絡）
（7.通所介護費 （19））

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに注19 に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の
利用者全員に対して算定できるものであること。

②情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（Ｌ
ＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。

（以下、略）

🔙エラーコード一覧表へ21



【ＮＯ.５】 １２０F 資格：住所地特例対象者であるため事業費明細欄に記載はできません。
具体例）地域密着型サービスや総合事業サービス利用者が住所地特例対象者であるのに請求明細書等の通常の

給付費明細欄の箇所に入力（記入）したため。

【原因】
住所地特例対象者であるのに、請求明細書等の通常の給付費明細欄に請求内容が入力（記入）されているため。

【対応方法】
住所地特例対象者の場合、請求内容は請求明細書等の給付費明細欄（住所地特例対象者）に入力（記入）のうえ

再請求してください。

給付費明細欄に入
力（記入）している。

施設所在保険者番号
の入力（記入）が必要。

（請求明細書等）

正しくは住所地特例対象者の給付費
明細欄に入力（記入）する。

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ22



【ＮＯ.６】 １４０７ 資格：福祉用具商品コードのフォーマットに誤りがあります

【原因】
摘要欄に入力（記入）された、福祉用具の商品コードの桁数が誤っているため。

【対応方法】
福祉用具の商品コードが【５桁－（ハイフン）６桁】になっているかを確認し、修正のうえ再請求してください。

【福祉用具の商品コードの確認について】
公益財団法人テクノエイド協会のホームページに掲載されています。

テクノエイド協会のURL → http://www.techno-aids.or.jp/tekisei/index.shtml

企業コード（５桁）及び商品コード（６桁）（半角英数字）を左詰で入力（記入）すること。
（英字は大文字で入力（記入）すること）
その際に企業コードと商品コードの間は「－（ハイフン）」（半角）でつなぐこと。

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ23
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【ＮＯ.７】 １４０Ａ 資格：福祉用具商品コードの上限単位数を超えています。

具体例①）サービス単位数が上限単位数を超過している場合

具体例②）同じ福祉用具商品コードの用具を複数貸与し、まとめて請求して超過した場合

正しい例

上限単位数：1500

【対応方法】
サービス単位数の入力（記入）誤りがないか確認し、誤りがなければテクノエイド協会のHPに掲載されている上限価格をご確

認ください。

上限単位数：500

【対応方法】
同じ用具でも給付費明細欄は、1つずつ分けて請求してください。

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ24



【ＮＯ.８】 ２００１ 資格：保険者に認定されていない総合事業サービスです

具体例） 該当のサービスコードが総合事業サービスとして保険者に登録されていない場合

【原因】
請求された総合事業サービスコードは、被保険者（利用者）の保険者で登録されていないサービスコードのため。

【対応方法】
総合事業は、保険者ごとにサービス内容が異なるため、被保険者（利用者）の所在する保険者のHP等を確認し、

サービコードの誤りがないかを確認してください。

このサービスコードは、被保険者（利用
者）の保険者で総合事業として登録され
ていないサービスコードです。

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ25



【ＮＯ. ９】 １０PT 小規模多機能型利用開始月における居宅サービス等の利用有無との関係に誤りがあります。

【原因】
国保連合会の受給者台帳に登録されている小規模居宅サービス利用の情報が事業所から請求された情報と異なるため。

【対応方法】
給付管理票等を提出する事業所に誤りがないか確認してください。
請求内容を確認し、誤りがなければ、受給者台帳の登録内容について、該当する保険者にご確認ください。

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ

月の前半に居宅支援事業所が給付管理をした居宅サービスがある場合は、原則居宅支援事業所が給付管理票を提出します。

【参考】
平成29年10月30日厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について」
Ⅱ-8_(資料８)介護予防・日常生活支援総合事業における請求明細書と給付管理票の提出パターン。
（４）居宅サービス利用パターン（地域包括支援センター・自己作成・小規模多機能（複合型サービス（看護小規模多機能型居宅

介護）も同様）の組み合わせ）

Point！

26



【ＮＯ.１０】 １０ＱＢ 資格：居宅サービス計画作成区分と計画サービス種類の関係に誤りがあります。

具体例）保険者等が国保連合会に登録している受給者情報に誤りがある場合

🔙エラーコード一覧表へ

【原因】
月途中で要介護・要支援間の異動があった場合に、国保連合会の受給者台帳に登録されている当月の支援事業所番
号に、変更前後の事業所双方が登録されている必要があるにも関わらず登録されていないか、要介護度の変更申請中
である旨の情報が上書きされていない等の誤りがあるため。

【対応方法】
被保険者の情報に誤りがないか確認し、誤りがなければ該当の保険者等に確認してください。

大阪府国民健康保険団体連合会
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【ＮＯ.１１】 １０ＱＥ 資格：生活保護指定を受けていない事業所のため請求できません。

具体例）①指定機関に生活保護指定の届出を提出していない場合

具体例）②指定機関が国保連合会に登録する事業所台帳情報に登録漏れや誤りがある場合

【原因】
指定機関から国保連合会に連携されている事業所台帳情報で、生活保護の指定が「指定無し」になっているため。

【対応方法】
①については、指定機関に生活保護指定の届出を行ってください。
②については、該当の指定機関に確認してください。

生活保護の指定を受けて
いないと請求できません！

確認！
（Oh!Shienの事業所台帳画面）

※地域密着型の場合は、保険
者番号の確認も必要！

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ28



【ＮＯ.１２】 １０ＱＦ 資格：受給者の要介護状態区分では算定できないサービスです。
具体例）被保険者の要介護状態区分とサービスコードに基づく要介護度が異なる場合

※サービスコード表は大阪府国保連合会のホームページの「参考資料」ページでもご確認可能です。
URL：https://www.osakakokuhoren.jp/index_kh/seikyu_shiharai/kasiryo/

サービスコード表で
確認してください。

例
要介護状態区分が要介護２の時、
要介護１のサービスコードで請求し
ている場合。

正しい要介護２のコード ※令和4年5月時点です（参考）

大阪府国民健康保険団体連合会

（明細書）

🔙エラーコード一覧表へ

不一致
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【原因】
請求明細書等に入力（記入）されたサービスコードと被保険者欄に入力（記入）された要介護状態を突合した時、

不一致となったため。
このエラーとなるサービスは、要介護度によって異なるサービスコードが設定されています。

【対応方法】
請求明細書等に入力（記入）されたサービスコードに誤りがないかを確認し、正しいサービスコードを入力（記入）

して再請求してください。

【ＮＯ.１２】 １０ＱＦ 資格：受給者の要介護状態区分では算定できないサービスです。

大阪府国民健康保険団体連合会

【解説】

🔙エラーコード一覧表へ30



【ＮＯ.１３】 １０VL 資格：指定・基準該当等サービス台帳の人員配置区分コードと一致しません。
具体例）算定するサービスコードの入力誤りのため

【原因】
請求明細書等と指定機関から国保連合会に登録されている事業所台帳情報が不一致のため。

【対応方法】
請求内容を確認し、該当するサービスコードに修正のうえ再請求してください。
請求内容に誤りがなければ、現状の登録内容をOh!Shienを確認のうえ、登録内容と届出した内容が不一致の場合、

指定機関に届出内容を確認してください。

（明細書）

（Oh!Shienの事業所台帳画面）

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ

令和4年03月31日
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※サービスコード表は大阪府国保連合会のホームページの「参考資料」ページでもご確認可能です。
URL：https://www.osakakokuhoren.jp/index_kh/seikyu_shiharai/kasiryo/

https://www.osakakokuhoren.jp/index_kh/seikyu_shiharai/kasiryo/


【ＮＯ.１４】 10WP 資格:該当サービスを算定できない事業所です。（サービス提供体制強化）

【原因】
指定権者等から国保連合会に連携されている事業所台帳上のサービス提供体制強化加算の情報が事業所から請求された区分と

相違しているため。

【対応方法】
請求していいただいた加算の区分が正しい場合は、指定権者が国保連合会に登録している事業所台帳の設定誤りも考えられます

ので、登録内容について該当する指定権者等にご確認ください。

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ

不一致

（Oh!Shienの事業所台帳画面）

※「21：短期入所生活介護」「24：介護予防短期入所生活介護」の場合、施設
等区分が「併設型・空床（ユニット）型」であれば、参照する箇所が異なります。
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【ＮＯ.１５】 １２Ｐ０ 資格：受給者台帳に該当する受給者情報が存在しません。
具体例①）請求明細書等や給付管理票の保険者番号・被保険者番号の入力（記入）誤りがある場合

具体例②）保険者等が国保連合会に登録している受給者情報に登録漏れや、誤りがある場合

【原因】
請求明細書等や給付管理票の入力（記入）している保険者番号・被保険者番号と、保険者等が国保連合会へ登録している受

給者情報を突合し、該当する被保険者（利用者）がいないため。

【対応方法】
請求明細書等や給付管理票に入力（記入）した保険者番号・被保険者番号に誤りがないか確認し（被保険者証からの転記誤り

等も確認）、①の場合は、正しい番号に修正のうえ再提出してください。

入力（記入）内容に誤りがなければ、該当の保険者等に確認してください。

確認！

確認！

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ33



【ＮＯ.１６】 １２Ｐ４ 資格：受給者台帳記載の支援事業所番号と一致しません。
具体例） 居宅介護支援事業所番号が保険者等の認定情報と不一致のため。

不一致

（給付管理票）
（介護保険被保険者証）

【原因】
保険者等が国保連合会に登録している被保険者（利用者）の居宅介護支援事業所番号と給付管理票や請求明細書（計画

費・ケアマネジメント費）を請求した居宅介護支援事業所の事業所番号が異なるため。

【対応方法】
利用者の居宅介護支援事業所として、保険者等に届出を提出し、受理されているか確認してください。受理されていなけれ

ば請求はできません。

届出をしているにも関わらずエラーになった場合は、提出月の締切日等に間に合っていたか保険者等に確認してください。

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ34



【ＮＯ.１７】 １２Ｐ５ 資格：受給者台帳記載の居宅サービス作成区分と一致しません。

【原因】
受給者台帳に居宅介護支援事業所の登録がないため。

【対応方法】
該当保険者等に当該月の請求が可能かどうか確認してください。

※１２Ｐ５エラーは１２Ｐ４エラーに関連して表示されることがあります。

（給付管理票） （介護保険被保険者証）

作成区分
１：居宅介護支援事業者作成
２：被保険者自己作成
３：介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成 居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事

業者及びその事業所の名称又は地域包括支
援センターの名称（届出年月日）の記載なし

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ35



【ＮＯ.１８】 １２ＰＡ 資格：変更申請中の受給者です
具体例）①変更（更新）申請中であることを忘れていて請求した場合

具体例）②保険者等が国保連合会への受給者台帳の登録を行った時期と事業所の請求時期にずれがある場合

【原因】
保険者等が国保連合会に登録した最新の受給者台帳の中で、要介護認定について「変更申請中」（更新申請中も含む）

となっている被保険者（利用者）の給付管理票や請求明細書等が提出されたため。

【対応方法】
①について、変更申請確定後、再請求してください。

再提出時の注意点として、変更申請により要介護度が変更になっている場合がありますので、正しい要介護度で作成し
た請求明細書等や給付管理票で再提出するようにしてください。

②について、該当の保険者等に確認してください。
変更申請（または更新申請）が確定（却下を含む）し、受給者台帳に登録したことを確認のうえ、再請求してください。

要介護度の変更
（更新）申請中の場合

大阪府国民健康保険団体連合会

変更（更新）申請中
は請求できません！

🔙エラーコード一覧表へ36



【ＮＯ.１９】 １２ＰＢ 資格：給付減額又は償還払化の受給者です。

【原因】
給付減額又は償還払対象の被保険者（利用者）のため。

【対応方法】
①介護保険被保険者証の「給付制限」を確認し、給付制限に記載があれば、給付減額又は償還払対象の被保険者（利用
者）となります。
②給付減額対象の被保険者（利用者）であれば、給付率及び保険請求額等を修正のうえ、再請求してください。
③償還払い対象の被保険者（利用者）であれば、国保連合会には請求ができませんので保険者等に確認してください。

確認！

（介護保険被保険者証）

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ37



【ＮＯ.２０】 １２ＰＣ 資格：特定入所者介護サービスを受けられない受給者です。

具体例）「特定入所者」として保険者等に申請（更新）をしていない利用者を「特定入所者」として請求した場合

【原因】
「特定入所者」として保険者等に申請していないか、該当者ではない利用者を「特定入所者」として

請求明細書等を請求したため。

【対応方法】
「特定入所者」は、事前に保険者等に申請をしていないと請求することができません。
確認の結果、「特定入所者」の該当者でない場合は、特定入所者介護サービス費は請求できません。
「特定入所者」と確認できた場合は、該当の保険者等へ確認してください。

※ＡＥＦ０（エーイーエフゼロ）は１２ＰＣエラーに関連して表示されることがあります。 １２ＰＣエラーがない、ＡＥＦ０単独
エラーの場合対応は“エラーコード＝ＡＥＦ０”を参照してください。

「負担限度額認定証」を
確認のうえ

入力（記入）してください

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ38



【ＮＯ.２１】 １２ＰＤ 資格：認定有効期間外の被保険者です。

【原因】
保険者等が国保連合会に登録している受給者台帳の要介護認定の有効期間以降のサービス年月分を

請求したため。
【対応方法】

入力（記入）誤りや利用者の被保険者証を確認し、入力（記入）内容が正しい場合、該当の保険者等に
確認してください。

確認の結果、有効期限切れの場合、請求はできません。

確認！

確認！

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ

16692単位

39



【ＮＯ.２２】 １２Ｑ５ 資格：既に資格喪失した受給者です。

具体例）被保険者（利用者）が転出等で資格を喪失した場合。
（１月で転出や番号が変更しているが、２月サービス提供分の請求をした。）

【原因】
被保険者（利用者）が、転出等で資格喪失をしている場合や被保険者番号が変更になっている時に請求したため。

【対応方法】
入力（記入）誤りや利用者の被保険者証を確認し、入力（記入）内容が正しい場合、該当の保険者等に確認してください。
※資格喪失について、【ＮＯ.３８】 【ＮＯ.４０】の内容を参照してください。

大阪府国民健康保険団体連合会

Ａ市
1/31で資格喪失

Ｂ市
2/1から資格取得

転出

２月サービス分をＡ市
の利用者として請求

国保連合会

（例図）利用者転出

事業所

（例図）請求（エラー）

🔙エラーコード一覧表へ40



要支援１・要支援２
（介護予防サービス）

【ＮＯ.２３】 １２ＱＡ 資格：請求明細書様式に対する受給者の要介護状態区分が不正です。

具体例）要介護の被保険者（利用者）で、要支援用の請求明細書様式で請求した場合（逆も同様）

例）様式第二の場合

要介護１・要介護２・要介護３・
要介護４・要介護５

様式第二

様式第二の二

事業対象者・要支援１・要支援２
（総合事業 Ａから始まるサービス）

様式第二の三

大阪府国民健康保険団体連合会

左図のように、

要介護状態区分
によって、請求明
細書の様式が異
なります。

🔙エラーコード
一覧表へ41



【ＮＯ.２３】 １２ＱＡ 資格：請求明細書様式に対する受給者の要介護状態区分が不正です。

【原因】
要介護状態区分と請求明細書の様式が異なるため。

【対応方法】
要介護状態区分に対応する請求明細書を確認し再請求してください。

大阪府国民健康保険団体連合会

【解説】

🔙エラーコード一覧表へ42



【ＮＯ.２４】 １２ＱＪ 資格：受給者の要介護状態区分では算定できないサービスです。
要介護度を確認してください。

【原因】

請求明細書等の「要介護状態区分」と「請求サービスコード」が、変更申請等により保険者等が国保連合
会に登録している受給者台帳情報と異なるため。

【対応方法】

被保険者（利用者）の被保険者証と、請求明細書等の要介護状態区分を確認し、誤りが無ければ該当
の保険者等へ確認してください。

確認！

大阪府国民健康保険団体連合会

（明細書）

（介護保険被保険者証）

🔙エラーコード一覧表へ43



【ＮＯ.２５】 １２ＱＴ 資格：受給者台帳記載項目と一致しません。

【原因】
被保険者（利用者）の性別・生年月日等が、保険者等から国保連合会へ連携されている受給者台帳情報と不一致のため。

【対応方法】
被保険者（利用者）の性別・生年月日等の確認を行い、再度請求をしてください。
※確認時の注意事項
別の被保険者（利用者）と間違っていないか、保険者番号に誤りがないか等も併せて確認を行うようにしてください。
確認後、誤りがない場合、保険者等へ確認してください。

確認！

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ

令和4年4月1日
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【ＮＯ.２６】 １２SA 資格：給付率が受給者台帳の設定と異なるため、自動訂正しました。
【ＮＯ.５７】 AS０６ 資格：事業費請求額が計算値を超えています。（給付率）

※AS０６は総合事業の請求のみのエラーとなります。

【原因】
請求明細書等に入力（記入）されている給付率と保険者等から国保連合会に連携される受給者台帳の給付率と異なるため。
（例）の場合、保険者等が受給者台帳の給付率を７０％で登録し、事業所が請求明細書等の給付率を８０％で請求した場合、

審査にて受給者 台帳と請求明細書等と突合を行い、給付率が不一致のためエラーとなります。

また、請求額は受給者台帳を基に計算を行うため請求額が補正されASSAエラーとなります。

【対応方法】
介護保険負担割合証を確認し、給付率、保険請求額、利用者負担額を修正のうえ再請求してください。
請求内容に誤りがない場合は、保険者等が国保連合会に登録している受給者台帳の給付率を保険者等へ確認のうえ再請求してください。

（例）
保険者等が国保連合会に連携している
受給者台帳情報の保険給付率が７０％
の場合

給付率確認！

不一致

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ

【給付率の誤り】
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【ＮＯ.５８】 ASSA 資格：規定値又は計算値を超えているため自動訂正しました。
大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ

給付費等の計算誤りの可能性がある場合に発生するエラーです。
主に下記のような要因で発生しますので、ご提出された明細書の内容を詳細にご確認いただく必要があります。

【主な要因】
①給付率（１２ＳＡエラーにて解説）
②地域区分単価
③サービスコードごとの単位数
④計算ミス
⑤明細欄の公費対象単位数の記載漏れ
⑥限度額管理対象・対象外サービスが正しく区別できていない

≪②地域区分単価が誤っている場合≫

地域区分単価は事業所の所在地（総合事業の場合は利用者の保険者番号）とサービス種類によって定め
られております。

定められた地域区分単価より大きい単価で給付費を算出している場合、ASSAエラーが発生します。
入力・記載された地域区分単価が正しいかご確認ください。
大阪府下の地域区分単価は大阪府国保連合会のホームページの「参考資料」ページでもご確認可能です。

（例）茨木市（5級地）に所在の通所介護事業所の
場合

地域区分単価は１０．４５が正しいが、

誤って１０．５４で介護給付費の計算を行ったため、
返戻。
※級地や単価は令和3年度時点のもの

（例）茨木市（5級地）に所在の通所介護事業所の
場合

地域区分単価は１０．４５が正しいが、

誤って１０．５４で介護給付費の計算を行ったため、
返戻。
※級地や単価は令和3年度時点のもの

（茨木市（5級地）に所在の通所介護事業所が、誤った単価で請求した場合）
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大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ

【原因】
定められた地域区分単価より大きい単価で給付費を算出しているため。
（例）の場合、地域区分単価が10.45が正しいが、誤って10.54で請求しているため、エラーとなります。

【対応方法】
正しい地域区分単価を確認し、単位数単価、保険請求額、利用者負担額等を修正のうえ再請求してください。
※大阪府下の地域区分単価は大阪府国保連合会のホームページの「参考資料」でもご確認可能です。
※掲載している地域区分単価は平成30年4月からのもの。
ＵＲＬ：https://www.osakakokuhoren.jp/upload/index_kh/kasiryo/adu3004.pdf

●住所地特例の利用者が総合事業を利用する場合
住所地特例の利用者が総合事業を利用する場合、入居している施設などが所在している市町村の

地域単価を使用することとなります。

A市
（Xさんの本来の

介護保険者）

B市
（Xさんが入居している施設がある。）

例）住所地特例のXさんの場合
・本来A市の介護保険の被保険者である（被保険者証がA市から出ている）
・B市の施設に入居しており、住所地特例者としてA市に届け出ている。
・B市の総合事業を利用した。

施設
総合事業サービスを
利用

このような場合、
B市の総合事業の単価
を適用する。
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【ＮＯ.５８】 ASSA 資格：既定値又は計算値を超えているため自動訂正しました。
大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ

≪③サービスコードごとの単位数が誤っている場合≫

各サービスコードごとに単位数が定められており、定められた単位数より大きい単位数で給付費を算出している
場合、ASSAエラーが発生します。入力・記載された単位数が正しいかサービスコード表などからご確認ください。

サービスコード表は大阪府国保連合会のホームページの「参考資料」からでもご確認可能です。
※報酬改定時に単位数が変更される場合が多いので、報酬改定時は特にお気をつけください。

（サービスコードごとの単位数を誤って請求した場合）

（例）医師居宅療養管理指導Ⅱ３を誤った単位数で請求した場合

令和3年度の報酬改定において単位数が変更され、２６１単位→２５９単位となった。

そのため、令和3年度サービス分を過去の単位数（２６１単位）で請求すると、返戻。

※令和３年４月～９月サービス分は0.1％の上乗せサービスコードを用いた請求が必要です。

【原因】
各サービスコードごとに定められた単位数より高い単位数で請求されたため。
（例）の場合、本来259単位で請求されるところを誤って261単位で請求されているためエラーとなります。

【対応方法】
サービスコード表を確認し、単位数、サービス単位数、給付単位数、保険請求額、利用者負担額等を修正のうえ再請求してください。
※サービスコード表は大阪府国保連合会のホームページの「参考資料」ページでもご確認可能です。

URL：https://www.osakakokuhoren.jp/index_kh/seikyu_shiharai/kasiryo/
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【ＮＯ.５８】 ASSA 資格：既定値又は計算値を超えているため自動訂正しました。
大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ

≪④計算ミスの場合≫
給付費を算出する過程で計算誤りが起こった場合、ASSAエラーが発生します。
再度算出された給付費が正しいか計算過程のご確認をお願いいたします。
お問い合わせいただいた中で、処遇改善加算の計算誤りも散見されますので、下記に例として示します。

（処遇改善加算の単位数を誤って請求した場合）

【原因】
介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の単位数が誤っているため。
（例）の場合、本来介護職員処遇改善加算は７５単位、介護職員等特定処遇改善加算は１９単位となるところ、

それぞれ８７単位、２２単位と計計算誤りをしているためASSAエラーとなります。

【対応方法】
計算過程が正しいかをご確認のうえ、修正し再請求してください。各加算の加算率はサービスコード表からご確認可能です。
※サービスコード表は大阪府国保連合会のホームページの「参考資料」ページでもご確認可能です。

URL：https://www.osakakokuhoren.jp/index_kh/seikyu_shiharai/kasiryo/

①介護職員処遇改善加算の単位数
＝（対象単位数の合計）×加算率
＝（訪問入浴 １２６０単位+サービス提供体制加算Ⅱ ３６単位）×（５．８％）
＝７５．１６８（小数点以下四捨五入）≒７５

②介護職員等特定処遇改善加算の単位数
＝（対象単位数の合計）×加算率
＝（訪問入浴 １２６０単位+サービス提供体制加算Ⅱ ３６単位）×（１．５％）
＝１９．４４（小数点以下四捨五入）≒１９

①

②
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処遇改善加算含め率をかける加減算の計算対象が誤っており、その結果保険請求額等の計算結果が誤ってい
る場合もASSAエラーが発生します。
※令和３年度から率の加減算が多く新設されため、それぞれの加算の加算対象範囲誤りにご注意ください。

（例）

●誤っている箇所
・感染症災害３％加算の計
算対象・計算結果

本来、感染症災害３％加
算の対象には、個別機能訓
練加算は含まれないが、計
算に含んでしまっている。

その結果、感染症災害３
％加算の単位数が誤って算
出されている。

加算例 誤った計算例 正しい計算例

感染症災害３％加算 （通所介護Ⅰ１１ 1472単位+令和３年９月３０日までの上乗
せ分 1単位+個別機能訓練加算Ⅰ１ 224単位）×0.03
=51単位（小数点以下四捨五入）

（通所介護Ⅰ１１ 1472単位+令和３年９月３０日までの上乗
せ分 1単位）×0.03
=44単位（小数点以下四捨五入）

個別機能訓練加算は、
加算対象外

【原因】
率で計算を行う加減算の計算結果が誤っているため。
（例）の場合、感染症災害３％加算の対象に個別機能訓練加算を含んでしまったため、計算誤りが発生しているため、ASSAエラーとなります。

【対応方法】
それぞれの加減算の加減算対象サービスを確認し、単位数を修正のうえ再請求してください。
それぞれの加減算の加減算対象サービスは、算定構造のイメージ※を確認ください。
次ページにて加減算対象サービスの見方の例を記載しますので、ご覧ください。
※令和３年４月報酬改定に対応した算定構造のイメージは下記URLとなります。
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331152930586/20210331_001.pdf

🔙エラーコード一覧表へ

大阪府国民健康保険団体連合会
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（参考）率による加減算の加減算対象サービスの確認方法

率による加算の加算対象サービスを算定構造のイメージから確認する場合、該当の加算の左側のサービス

が加算対象です。※令和３年４月～９月サービスの間は、上乗せ分もそれぞれの加減算対象に含まれます。

（例）通所介護の感染症災害３％加算の加算対象を確認する場合

感染症災害
３％加算

算定構造のイメージ上で、

当該加算の左側に記載さ
れたサービス（青枠内）が、

当該加算対象サービスで
す。
※令和３年４月～９月サービス
の間は、上乗せ分もそれぞれの
加減算対象に含まれます。

算定構造のイメージ

🔙エラーコード一覧表へ

大阪府国民健康保険団体連合会
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【ＮＯ.５８】 ASSA 資格：既定値又は計算値を超えているため自動訂正しました。
大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ

≪⑤明細欄の公費対象単位数の記載漏れの場合≫
お問い合わせをいただく中で、明細欄の公費対象単位数等が記載されていないためにASSAエラーが発生してい

る場合も多く見られます。
このように、明細欄と集計欄の単位数が相違している場合でもASSAエラーが発生します。公費対象単位数等が

明細欄に正しく記載されているかご確認をお願いします。
（例では公費対象単位数の記載漏れの場合を示しますが、介護保険対象の回数などが記載されておらず返戻となっている場合も

ありますので記載漏れがないか改めてご確認をお願いいたします。）

【原因】
請求様式内の、明細欄に記載された内容と集計欄に記載された内容が異なっているため。
（例）の場合、明細欄の公費対象単位数の記載が漏れているが、集計欄にて公費分単位数や公費請求額が記載されている。

明細欄と集計欄の整合性がとれないためASSAエラーとなります。

【対応方法】
明細欄に公費分回数や公費対象単位数を記載し、再請求してください。

（明細欄の公費対象単位数を記載せず公費請求した場合）

空欄

明細欄の公費対象単位数等が記載
されていないのに、

集計欄で公費分単位数、公費請求額
を記載している。

明細欄と集計欄の記載が合わないた
め、返戻。

明細欄

集計欄
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【ＮＯ.５８】 ASSA 資格：既定値又は計算値を超えているため自動訂正しました。
大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ

≪⑥限度額管理対象・対象外サービスを正しく区別できていない場合≫
お問い合わせをいただく中で、限度額管理対象・対象外サービスの区別ができていないために、返戻となってい

る場合も多く見られます。

限度額管理対象・対象外サービスの単位数はそれぞれで合計して、請求明細書の集計欄の「限度額管理対象
単位数」、「限度額管理対象外単位数」に記載いただく必要があります。
（例：限度額管理対象・対象外サービスを区別できていない場合）

通所介護の同一建物減算は、令和3
年4月から限度額管理対象外。

しかし、限度額管理対象の単位として
合計してしまっているため、返戻。

項目名 誤った計算例 正しい計算例

限度額管理対象
単位数

（通所介護Ⅰ１１ 1472単位）+（同一建物減算-376単位）
＝1096単位

通所介護Ⅰ１１ 1472単位のみ

限度額管理対象
外単位数

（サービス提供体制強化加算88単位）+（処遇改善加算
Ⅰ70単位）+（特定処遇改善加算Ⅰ14単位）
＝172単位

（同一建物減算-376単位）+（サービス提供体制強化加算88単位）
+（処遇改善加算Ⅰ70単位）+（特定処遇改善加算Ⅰ14単位）
＝-204単位
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【ＮＯ.５８】 ASSA 資格：既定値又は計算値を超えているため自動訂正しました。
大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ

【原因】
限度額管理対象単位数・限度額管理対象外単位数がそれぞれ正しく合計できていないため。
例の場合、限度額管理対象外である「同一建物減算」が、誤って限度額管理対象単位数として合計され記載されているため、

ASSAエラーとなります。

【対応方法】
それぞれの単位数が限度額管理対象単位数・対象外単位数どちらに当てはまるかを確認し、再度計算し直して再請求してください。

（参考）限度額管理対象外単位数について
主に下記のような加減算等が、限度額管理対象外単位となります。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、サービス提供体制強化加算、同一建物減算、
感染症災害３％加算

ターミナルケア加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、総合マネジメント体制加算、訪問体制強化
加算、中山間地域等提供加算、中山間地域等の小規模事業所加算、特別地域加算

緊急時施設療養費、緊急時施設診療費、緊急時施設診療費、特別療養費、特定診療費、特別診療費

また、限度額管理対象か対象外かは、算定構造表から確認することができます。
算定構造表において、実線で枠が記載されているものは限度額管理対象、枠が破線で記載されているも

のは限度額管理対象外となります。

・算定構造表【令和3年4月改正分】（※実線か破線か見えづらい場合は、拡大等してご確認ください）

URL： https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331152930586/20210331_001.pdf
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【ＮＯ.２７】 １３ＰＳ 資格：公費負担者台帳に該当する公費負担者情報が存在しません。
具体例） 請求明細書等に入力（記入）の公費負担者番号が存在しない番号の場合

【原因】
請求明細書等に入力（記入）の公費負担者番号が存在しない番号のため。

【対応方法】
利用者の公費負担者番号を確認し、修正のうえ再請求してください。
※介護保険で適用される公費番号か【保険優先公費の一覧表（適用優先度順）の保険優先公費の一覧表】をご確認ください。
掲載場所については、 【ＮＯ.２８】（参考）をご確認ください。

番号が正しいか確認

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ55



【ＮＯ.２８】 １３ＰＷ 資格：有効期間外の公費負担者です。
具体例） 有効期間が切れている公費負担者番号で請求した場合

【原因】
有効期間が切れている公費負担者番号で請求しているため。

【対応方法】
利用者の公費負担者番号と有効期間をご確認ください。

有効期間を確認

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ56



【ＮＯ.２９】 １４ＰＨ 資格：このサービスに該当する公費は適用されません

具体例） 該当のサービスが、公費対象ではない場合

【原因】
請求されたサービスが、公費の対象でないため。
【対応方法】
①【保険優先公費の一覧表（適用優先度順）】を参考に再請求してください。

掲載場所については、 【ＮＯ.２８】（参考）をご確認ください。

②請求したサービスが公費対象のサービスでなければ、公費番号を除いたもので再請求してください。

※法別81(原爆助成)について、訪問介護・介護予防訪問介護を利用する場合は、所得制限があるため申請が必要と
なります。

（例）
公費19（原爆）では、地域密着の

サービスは対象外となるのでエ
ラーとなります。

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ57



【ＮＯ.２９】（参考） １４ＰＨ 資格：このサービスに該当する公費は適用されません

≪大阪府国民健康保険団体連合会ホームページ≫

介護保険事業所等の皆様>請求・支払関係＞参考資料（サービスコード表等）>「保険優先公費の一覧表(適用優先度順）」

①介護保険事業所等の皆様

③参考資料（サービスコード表
等）

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表
へ
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【ＮＯ.２９】（参考） １４ＰＨ 資格：このサービスに該当する公費は適用されません
≪大阪府国民健康保険団体連合会ホームページ≫

介護保険事業所等の皆様>請求・支払関係＞参考資料（サービスコード表等）>「保険優先公費の一覧表(適用優先度順）」

③「保険優先公費の一覧
表(適用優先度順）」

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ59



【ＮＯ.３０】 １４ＱＬ 資格：ターミナルケア（看取り介護）加算算定に必要な中止、退所年月日が未設定、

又は中止理由が誤っています。
具体例①）請求明細書等の中止年月日、中止理由が入力（記入）がもれている場合

【原因】
ターミナルケア（看取り介護）加算の算定に必要な中止、退所年月日や中止理由が入力（記入）されていないため。

【対応方法】
中止、退所年月日と中止理由を修正のうえ、再請求してください。

中止年月日、中止理由もれ

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ60



【ＮＯ.３１】 １４QY 資格：同時に請求できないサービスです。

返戻（保留）一覧表のイメージ例

A6-1123：通所型独自サービス２回数 （事業対象者・要支援２ が対象）

A6-6107：通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ１１ （事業対象者・要支援１ が対象）

→ それぞれ算定要件が違う（対応する要介護度が異なる）ために、同時請求不可エラーとなる。

・A6-1123を算定するのが正しいのであれば、A6-6107をA6-6108に修正する。

（事業対象者・要支援２で、通所型独自サービスが5～8回）

・A6-6107を算定するのが正しいのであれば、A6-1123をA6-1113に修正する。

（事業対象者・要支援１で、通所型独自サービスが1～4回）

【原因】
同時に算定することができないサービスを同時に請求しているため。

【対応方法】
エラー原因となっているサービスの算定要件等を確認し、修正のうえ再請求してください。

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ

エラーの原因となっている、
同時請求できないサービ

スコード
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【ＮＯ.３１】 １４QY 資格：同時に請求できないサービスです。

その他、エラーとなる例

① 処遇改善加算Ⅰと処遇改善加算Ⅱを同時請求

→ 算定要件に「いずれかの加算を算定している場合においては、その他の加算は算定しない」とあるので、エラーとなります。

② 月包括サービスと日割りサービスを同時請求

→ 月額包括報酬を算定できない事由に該当する場合に代わりに算定するのが日割り請求であるため、同時に請求はエラー

となります。

③ 居宅介護支援費（運営基準減算）と、居宅支援初回加算を同時請求

→ 初回加算の算定要件に「厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は算定しない」とあるのでエラーとなります。

④ 運動器機能向上加算と、複数サービス実施加算Ⅰ２を同時請求

→ 複数サービス実施加算Ⅰ２は、運動器機能向上サービス及び口腔機能向上サービスを共に実施した場合に算定する

加算であるために同時請求不可エラーとなります。

⑤ 通所介護生活機能向上連携加算１（200単位）と、通所介護個別機能訓練加算Ⅰを同時請求

→ 通所介護生活機能向上連携加算の算定要件に「個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき100単位を加算

する。」とあるので、通所介護生活機能向上連携加算２（100単位）に修正する必要があります。

⑥ 通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ２と、通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ／２２を同時請求

→ 全く同じサービス（総合事業において、保険者が独自に設定したパターン違い）を複数請求しているため、エラーとなり

ます。

※総合事業サービスコードは市町村ごとに設定に違いがあるため、詳細は各保険者へ問い合わせをお願いします。

⑦ 同一の介護職員等ベースアップ等支援加算を複数請求
→ 介護職員等ベースアップ等支援加算は1月に1回のサービスであるため、同一請求明細書において

同時に複数請求はエラーとなります。

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ
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【ＮＯ.３２】 ＡＢＢ０ 一次：必須項目であるのに値が存在しません

【原因】
指定された必須項目に正しい数値が入力（記入）されていないため。

【対応方法】
入力（記入）漏れ箇所を確認のうえ、必須項目に正しい数値を入力（記入）し、再請求してください。

※特に 内については、入力（記入）漏れが多い箇所ですのでご注意ください。

必須項目

大阪府国民健康保険団体連合会
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【ＮＯ.３３】 ＡＢＢ３ 一次：日付の形式に誤りがあります。
具体例①）暦にない日付が入力（記入）されている場合

【原因】
暦にない日付が入力（記入）されているため。

【対応方法】
被保険者証の認定有効期間を確認し、実在する日付に修正のうえ再請求してください。

２月は28日（うるう年は29日）まで

（明細書）

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ64



【ＮＯ.３３】 ＡＢＢ３ 一次：日付の形式に誤りがあります。
具体例②）認定有効期間の終了年月日が開始年月日より過去の日付で入力されている場合。

【原因】
請求明細書等の認定有効期間の終了年月日が開始年月日より過去の日付で入力（記入）されているため。

【対応方法】
被保険者証の認定有効期間を確認し、修正のうえ再請求してください。

終了年月日が開始年月日より
過去の日付

（明細書）

大阪府国民健康保険団体連合会
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【ＮＯ.３４】 ＡＢＢ７ 一次：規定の最大桁数を超えています。
具体例）公費の受給者番号・負担者番号の桁数が超えています。

【原因】
請求明細書等の公費負担者番号（８ケタ）もしくは受給者番号（７ケタ）の入力（記入）誤りのため。

【対応方法】
請求明細書等に入力（記入）されている公費負担者番号・公費受給者番号の桁数に誤りがないか確認し、修正のうえ再請求し

てください。

（明細書）

確認！

大阪府国民健康保険団体連合会
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【ＮＯ.３５】 ＡＤＤ０ 一次：事業所基本台帳に該当する事業所情報が無効もしくは存在しません。

【ＮＯ.３６】 ＡＤＤ１ 一次：指定・基準該当等サービス台帳に該当する事業所情報が無効もしくは存在しません

具体例）①サービスコード（サービス種類）：無効もしくはサービス台帳に未登録

具体例）②サービス事業所番号（支援事業所）：無効もしくはサービス台帳に未登録

サービス内容を確認

大阪府国民健康保険団体連合会
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令和
5年3月

事業所番号を確認
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【ＮＯ.３５】 ＡＤＤ０ 一次：事業所基本台帳に該当する事業所情報が無効もしくは存在しません。

【ＮＯ.３６】 ＡＤＤ１ 一次：指定・基準該当等サービス台帳に該当する事業所情報が無効もしくは存在しません

【解説】

ＡＤＤ０・ＡＤＤ１

【原因】
①請求情報作成時（給付管理票も含む）にサービス事業所番号・サービス種類コードを誤って入力（記入）し、指定機関が
国保連合会へ登録している事業所台帳（基本・サービス）に該当する事業所台帳情報がない場合
②サービス事業所番号が旧の事業所番号を入力（記入）した場合

③その他、請求明細書等を提出した事業所が、自事業所の番号を間違えた場合

【対応方法】
サービス事業所番号・サービス種類コードの入力（記入）に誤りがないか、番号が変更になっていないか等（サービスが

終了しているかなど）を確認し、誤りがあれば修正して再提出してください。

誤りが無い場合は、指定機関が国保連合会へ事業所台帳情報の誤りや登録漏れ、又は事業所が指定機関への申請の
際にサービス種類の記入誤り等の可能性がありますので、指定機関へ確認してください。

※地域密着や総合事業は保険者ごとにサービス種類の届が必要となります。
自事業所情報の現在の登録内容を確認する時は、Oh!Shienをご参照ください。

大阪府国民健康保険団体連合会
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【ＮＯ.３７】 ＡＤＤ２ 一次：保険者台帳及び広域連合行政区台帳に該当する保険者等の情報が存在しません。

具体例）請求を行った保険者番号が誤っていた場合

【原因】
保険者番号を誤って入力（記入）したため。（介護保険の保険者として登録のない保険者番号）

【対応方法】
保険者番号を確認し、修正のうえ再請求してください。

保険者番号
該当なし

大阪府国民健康保険団体連合会
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組み合わせ不一致

【ＮＯ.３８】 ＡＤＤ３ 一次：事業所基本台帳の指定・基準該当サービス区分コードと一致しません。

※ADD3にADD0・ADD1が伴って表示されている場合は、【ＮＯ.３２】・ 【ＮＯ.３３】をご参照ください。

具体例）給付管理票に記載のサービス事業所の「指定/基準該当/地域密着型サービス型/総合事業識別コード」

(以下識別コード)とサービス種類コードの組み合わせを誤っている。

【対応方法】
サービス種類コード毎に識別コードは決まっています。
※ 「【ＮＯ.３７】 （参考） 識別コードについて」をご確認ください。
なお、事業所番号が「278」から始まる事業所は基準該当サービスとなります。

大阪府国民健康保険団体連合会

識別コード
１.指定
２.基準該当
５.地域密着型サービス
６.総合事業

🔙エラーコード一覧表へ

令和
4年4月

令和
5年3月

(令和 4年 4 月分)
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指定サービス(令和4年度時点)

※グレー部分は現在終了しているサービス

大阪府国民健康保険団体連合会

【ＮＯ.３８】 （参考） 識別コードについて
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地域密着型サービス(令和4年度時点)

大阪府国民健康保険団体連合会

【ＮＯ.３８】 （参考） 識別コードについて

🔙エラーコード一覧表へ
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総合事業(令和4年度時点)

※グレー部分は現在終了しているサービス

大阪府国民健康保険団体連合会

【ＮＯ.３８】 （参考） 識別コードについて
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【ＮＯ.３９】 ＡＤＤＦ 一次：法別管理表に該当する法別番号情報が存在しません。
具体例）公費負担者番号の入力を間違っています。

【原因】
法別管理表に登録されている公費負担者番号以外で請求されているため。

【対応方法】
受給者証に記載されている公費負担者番号を確認し、修正のうえ再請求してください。

※法別番号等については、【保険優先公費の一覧表（適用優先度順）】を参考に再請求してください。
掲載場所については、 【ＮＯ.２６】（参考）をご確認ください。

確認！

（明細書）

大阪府国民健康保険団体連合会
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【ＮＯ.40】 ＡＥＥ２ 一次：日数が期間を超えています。

具体例）請求明細書等のサービス開始年月日が令和3年12月25日の場合

【原因】
サービス開始年月日、中止年月日（入所年月日、退所年月日）から計算したサービス可能日数が「請求明細書等」のサービ

ス実日数を超えるため。

【対応方法】
請求明細書等のサービス開始年月日・中止年月日（入所年月日、退所年月日）・実日数を確認し、誤っている箇所を修正の

うえ再請求してください。

サービス開始年月日「令和3年12月25日」の場合、
サービス実日数は12/25～12/31の「７日」となります。

（令和3年12月分）

大阪府国民健康保険団体連合会
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【ＮＯ.４１】 ＡＥＦ０ 資格：請求された日数は受給可能な日数を超えています。

【ＮＯ.４３】 ＡＥＦＢ 資格：請求された日数は受給可能な日数を超えています。

※AEF0に12PCが伴って表示されている場合は、12PCの項目をご参照ください。

具体例）請求日数が請求明細書記載の開始・中止年月日や連合会保有の受給者台帳の情報と合わない場合

(例) 様式第二における記載イメージ(12/12から福祉用具貸与について４日間分請求、12/15に他市へ転出)

回数(日数)：４→AEFB

サービス実日数：４→AEF0

大阪府国民健康保険団体連合会
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【ＮＯ.４１】 ＡＥＦ０ 資格：請求された日数は受給可能な日数を超えています。

【ＮＯ.４３】 ＡＥＦＢ 資格：請求された日数は受給可能な日数を超えています。

【解説】

大阪府国民健康保険団体連合会

【原因】
請求実日数が請求明細書に入力（記入）された開始・中止年月日が受給者台帳と合わない場合。
主に月途中で被保険者（利用者）の資格取得や資格喪失があるとき、当該月の受給可能な日数を

受給者台帳と突合した結果、日数を超えて請求されているため。
具体例では、国保連合会で登録されている受給者台帳では14日までしか受給資格がなく、開始

年月日（12/12）より数えて、受給可能日数は３日となるため。

【対応方法】
開始・中止年月日、請求実日数や資格取得日、資格喪失日を確認していただき、誤っていれば

修正のうえ再請求してください。
請求内容に間違いがなければ、資格取得日、資格喪失日を保険者等に確認してください。

資格喪失日について
介護保険法第11条第１項

(省略)当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に
住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。
→死亡した場合は「住所を有しなくなった」に含まれるため当日は請求できますが、日の途中での住所移転の場合は当日

から請求不可となります。

Point！
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【ＮＯ.４２】 ＡＥＦＡ 資格：請求された日数は受給可能な日数を超えています。

具体例）サービスコード上の日数が実日数を超過した場合

実日数：２日

日数：３日 → エラー日数：３日 → エラー

【原因】
給付費明細欄の日数や特定入所者介護サービス費の日数が、実日数を超えたため。

【対応方法】
各項目の日数及び入所年月日退所年月日の日数・実日数を確認し、誤っている箇所を修正のうえ再請求してください。

大阪府国民健康保険団体連合会
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【ＮＯ.４４】 ＡＥＦＥ 資格：当該サービスコードの算定に必要なサービスが請求されていません。

具体例）①身体01生活1など(20分未満の身体介護に引き続き生活援助を行った場合)

→緊急時訪問介護加算が必要です。

（下図については、具体例①のものとなります。）

その他の例

その他）①通所リハ提供体制加算・通所リハ短期集中個別リハ加算・通所リハ認知症短期集中リハ加算

→通所リハマネジメント加算が必要です。

その他）②訪問リハ短期集中リハ加算

→訪問リハマネジメント加算が必要です。

その他）③特定処遇改善加算

→処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのいずれかが必要です。

※特定処遇改善加算Ⅰはサービス種類に応じ、最上位のサービス提供体制強化加算等も必要です。

その他）④個別機能訓練加算Ⅱ(令和３年度から)

→個別機能訓練加算Ⅰ(※)が必要です。 ※(地域密着型)通所介護では加算Ⅰイまたは加算Ⅰロ

その他)⑤介護職員等ベースアップ等支援加算（R4.10月から）→処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのいずれかが必要です。

【原因】
一部のサービス及び加算の請求については、対となる加算の請求が必須となっており、対となる加算の

請求が無ければエラーとなり請求が出来ないという算定要件になっているため。

【対応方法】
返戻（保留）一覧表に表示されるサービスコードについて、算定要件をご確認ください。

緊急時訪問介護加算が必要

大阪府国民健康保険団体連合会
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【ＮＯ.４４】 ＡＥＦＥ 資格：当該サービスコードの算定に必要なサービスが請求されていません。

具体例）②令和3年4月サービス分から9月サービス分の場合

→基本報酬に0.1％を乗じた「上乗せ分」を算定する必要があります。

（17：福祉用具貸与、67：介護予防福祉用具貸与は上乗せ対象外のサービスです。）

（記載例）

【原因】
令和3年度介護保険報酬改定に伴い、令和3年4月サービス分から9月サービス分までは、基本報酬に0.1％を乗じた

「上乗せ分」を算定する必要があるため。

【対応方法】
上記記載例、または本会HP「令和3年度介護保険報酬改定について」等をご参照いただき、「上乗せ分」 をご記載の

うえ再請求してください。

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ

サービスコードを使用のうえ、
「上乗せ分」の算定が必要
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【ＮＯ.４５】 ＡＥＦＫ 資格：請求された日数が加算の対象となる本体サービスの日数を超えています。

【原因】
8時間以上9時間未満の本体サービスが８回、時間延長加算の集計が９回のため、本体サービス回数を

超過しているのでエラーとなる。また、8時間以上、９時間未満のサービスコードの請求がなく、時間延長
加算を算定すると同様のエラーとなる。

【対応方法】
本体サービス及び加算の日数・回数を確認いただき修正をしてください。

大阪府国民健康保険団体連合会
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8時間以上、9時間未満の本体
サービス ８回

延長加算 ９回
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【ＮＯ.４７】ＡＮ０４ 資格：過去に該当する介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書を提出済みです。

【ＮＯ.４８】ＡＮ０８ 資格：過去に該当する介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書（介護予防ケアマネジメント

費）を提出済みです。

【ＮＯ.４９】ＡＮＮ４ 資格：過去に該当する介護給付費請求明細書を提出済みです。

【ＮＯ.５０】ＡＮNM 資格：過去に該当する介護給付費請求明細書を提出済みです。（ゼロ査定のサービスあり）。

具体例）過去に同じ請求明細書（同様式、同サービス月、同一被保険者）を提出し審査決定となったことがあるため。

1回目提出分
（令和4年1月請求）

2回目提出分
（令和4年2月請求）重複

大阪府国民健康保険団体連合会
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大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ

ＡＮNMエラーについて

ＡＮ０４・ＡＮ０８・ＡＮＮ４等に当てはまったうえで、過去の審査で給付管理票と突合審査を行った結果０単位となっていた(増減

単位数通知書でお知らせ)場合に併せて表示されます。

→請求に誤りがなければ、居宅介護支援事業所等に連絡し給付管理票を「修正」区分で提出してもらう必要があります。

※当エラーが表示されていても、当月の審査結果通知にて再審査決定通知書が発行されていた場合、正しい単位数で審査決
定されていれば給付管理票の再提出は不要です。

Point！

【原因】
（１）過去に審査決定した請求明細書を請求していないと思って月遅れで請求したため。
（２）過去に審査決定した請求明細書の請求間違いに気づき、過誤（取下げ）の手続きをせずに、再請求したため。

【対応方法】 ※ANNMエラーについては、下記参照
（１）の場合、既に請求支払が終了していますので、再請求する必要はありません。
（２）の場合、請求明細書の過誤（取下げ）の手続き後、再請求をしてください。

※再請求のタイミングは、保険者等により異なりますので、過誤申立書を提出される時に、必ず確認してください。

【ＮＯ.４７】ＡＮ０４ 資格：過去に該当する介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書を提出済みです。

【ＮＯ.４８】ＡＮ０８ 資格：過去に該当する介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書（介護予防ケアマネジメント

費）を提出済みです。

【ＮＯ.４９】ＡＮＮ４ 資格：過去に該当する介護給付費請求明細書を提出済みです。

【ＮＯ.５０】ＡＮNM 資格：過去に該当する介護給付費請求明細書を提出済みです。（ゼロ査定のサービスあり）。
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【ＮＯ.５１】 ANN０ 資格：同月に該当する給付管理票を提出済みです。

１回目提出分
（令和4年１月１日請求）

２回目提出分
（令和4年１月３日請求）

１.新規

１.新規

重複

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ

【原因】
同月に、新規区分の同じ給付管理票（同一サービス月、同一被保険者）を複数提出したため。

【対応方法】
ANN0エラーとなった給付管理票と審査決定した給付管理票の内容がどちらが正しいのか確認し、

審査決定した内容が正しければ、再提出等は不要です。
審査決定した内容が誤っている場合は、修正区分の給付管理票を提出してください。

片方を審査決定します。

もう片方は重複として返戻に
なります。
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【ＮＯ.５２】 ＡＮＮ２ 資格：同月に該当する介護給付費請求明細書を提出済みです。

【ＮＯ.５３】 ＡＮ０２ 資格：同月に該当する介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書を提出済みです。

【原因】
①同月に、同じ請求明細書（同様式、同サービス月、同一被保険者）を複数提出したため。

②前月に保留となった請求明細書と同じ請求明細書（同様式、同サービス月、同一被保険者）を提出したため。
【対応方法】

ANN2(AN02)エラーとなった請求明細書等と審査決定した請求明細書の内容がどちらが正しいのか確認し、審査決定した
内容が正しければ、再提出等は不要です。
審査決定した内容が誤っている場合は、請求明細書の過誤（取下げ）を行い、再請求をしてください。

片方を審査決定します。

もう片方は重複として返戻に
なります。同じ請求明細書等

1回目提出分
（令和4年1月1日提出）

2回目提出分
（令和4年1月5日提出）

重複

大阪府国民健康保険団体連合会

※同じ請求書内に同じ請求明細書が存在している場合もこのエラーが発生します。

🔙エラーコード一覧表へ85



【ＮＯ.５４】 ＡＮＮ７ 資格：既に過誤調整を行っています。

具体例） 限度基準額対象であるサービス実績の過誤申立と、支援事業所から給付管理票の修正が同月に提出された場合

【原因】
同審査月に給付管理対象サービスの請求明細書等の過誤（取下げ）と、給付管理票の「修正」を提出した場合、

同審査月に両方の処理を行えないため。
【対応方法】

サービス事業所が過誤（取下げ）しない月であることを確認のうえ、再度、給付管理票の「修正」を提出してください。

【Point：書類提出の手順の目安】
①請求明細書等の単位数が増加し、過誤（取下げ）及び給付管理票の「修正」が必要な場合

→先に給付管理票の「修正」を行い、その後、請求明細書等の過誤（取下げ）を行います。

②請求明細書等の単位数が減少し、過誤（取下げ）及び給付管理票の「修正」が必要な場合
→先に、請求明細書等の過誤（取下げ）を行い、その後、給付管理票の「修正」を行います。

①請求明細書の過誤
（取下げ） ②過誤（取下げ）情報

を連携（1月審査）

③給付管理票の修正
（1月審査）

サービス
事業所

居宅介護
支援事業所

保険者等

国保連合会

同審査月に②③両方の処理はできま
せん。

（両方提出された場合は、②過誤（取
下げ）の処理のみ行われます。）

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ86



【ＮＯ.５５】 ＡＮＮ９ 資格：対象となる給付管理票は存在しません。

具体例）作成区分「１.新規」で提出するべき給付管理票が、「２.修正」で提出された場合。

【原因】
作成区分「１.新規」で提出するべき給付管理票を、「２.修正」で提出したが、修正対象が存在せず修正できなかったため。

【対応方法】
給付管理票の作成区分「１.新規」で再提出してください。

修正対象なし

国保連合会に登録されてい
る給付管理票が存在しない
ため、修正できません。

給付管理票の修正

大阪府国民健康保険団体連合会

２：修正

🔙エラーコード一覧表へ87



【ＮＯ.５６】 ANNJ 資格：過去に該当する給付管理票を提出済みです。

具体例①） 今回請求した年月より前に、既に同一内容の給付管理票を提出していたが、誤って再提出した場合。

具体例②） 給付管理票を「２.修正」で提出するところを、「１.新規」分として提出した場合。

具体例③） 他の利用者の保険者番号や被保険者番号を誤って入力（記入）した場合。

1回目提出分
（令和4年1月請求）

2回目提出分
（令和4年2月請求）

１.新規

１.新規

重複

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ88



【ＮＯ.５６】 ANNJ 資格：過去に該当する給付管理票を提出済みです。

【解説】

【原因】
過去に、該当の給付管理票と同一被保険者、同一サービス提供年月の給付管理票が既に国保連合会に登録されているため。

【対応方法】
①の場合は、既に正しい給付管理票が登録されている場合、再提出の必要はありません。
②の場合は、「２.修正」の給付管理票を作成して提出してください。

③の場合は、返戻となった給付管理票を誤って被保険者番号等を入力（記入）したものであれば、正しい被保険者番号等を入
力（記入）した給付管理票を再提出してください。

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ89



【ＮＯ.５９】 ＡＳＳＢ 資格：査定後の請求額が計算できません。

具体例）以前に審査決定していた請求（サービス提供体制強化加算等含む）の単位数よりも低い単位数に給付管理票を修正した場合

（例）

計画単位数が8,748単位より低い8,622単位が正しかったの
で、給付管理票のみ低い単位数で修正。

１月審査

請求明細書
（サービス提供体制強化加算等を算定）

給付管理票

２月審査

この場合は、返戻。

先にサービス事業所が請求明細書
の過誤（取下げ）が必要。

審査決定後、単位数を下げた場合

２：修正

１：新規

審査
決定

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ90



【原因】

サービス事業所の決定された給付管理対象単位数より給付管理票の単位数が低いため、若しくはサービス事業所の決
定されたサービスコードの給付管理票が無いため。

【対応方法】

給付管理票（修正）が正しい場合は、サービス事業所が請求明細書等の過誤（取下げ）を行い、処理が完了した審査月の
翌審査月以降に再度、給付管理票を「２.修正」にして提出してください。

【ＮＯ.５９】 ＡＳＳＢ 資格：査定後の請求額が計算できません。

【解説】

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ91



【ＮＯ.６０】 ＡＴ０Ｃ 一次：公費負担者番号に該当する公費請求がありません。

具体例）公費負担者番号が入力（記入）されていて、公費の請求がない場合

【対応方法】
公費負担者番号と公費受給者番号を入力(記入)した場合は、公費対象の回数・日数と単位数、給付率を設定して

いただいたうえ、公費請求額(必要に応じて公費分本人負担も)を入力（記入）する必要があります。
※公費の請求がない場合は、以下項目の入力(記入)不要となります。
①公費負担者番号 ②公費受給者番号 ③公費回数 ④公費対象単位数 ⑤公費分単位数 ⑥公費給付率
⑦公費請求額⑧公費分本人負担

ここを記載したら の
部分も入力（記入）が必要

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ92



【ＮＯ.６１】 ATTO 一次：保険給付率が0（ゼロ）は、不正です。

【原因】
公費負担者番号の入力（記入）があり、生活保護単独（被保険者番号がHで始まる）の受給者以外は、介護保険も適用となる

ところ、保険給付率欄を０で入力（記入）または漏れているため。

【対応方法】
介護保険と生活保護の併用となるため、請求明細書等の保険給付率を確認し、保険請求額、公費請求額を修正のうえ再請

求してください。
※平成30年に法別12（生活保護）と法別54（難病）の相関関係について示されており、法別12の受給者で法別54の適用サービ
スがある場合、公費負担者番号欄は法別54のみを記載し（法別12は記載しません）、被保険者番号欄は生活保護単独の番号
を記載するため、請求明細書上は法別54の受給者であっても、被保険者番号がHから始まることがあります。

確認！

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ93



【ＮＯ.６２】 ATT５ 一次：生保単独受給者のとき、保険請求額＞０は、不正です。

【原因】
生活保護単独（被保険者番号がHで始まる）の受給者の場合、請求額は全額（100％）が公費（生活保護）への請求になるとこ

ろ、請求明細書等の請求額集計欄の保険請求額、給付率の保険欄に入力（記入）があるため。

【対応方法】
生活保護単独（被保険者番号がHで始まる）の受給者の場合、請求額は全額（100％）公費（生活保護）への請求となるため、

公費給付率、公費請求額欄のみに入力（記入）し再請求してください。

※生保単独受給者とは、被保険者番号の最初にHが付く、64歳以下のみなし第２号被保険者

確認！

確認！

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ94



【ＮＯ.６３】 ATTC 一次：公費給付率＞90以外は、不正です。

【原因】
公費負担者番号１２は公費給付率１００％の請求になるところ、公費の給付率以外の給付率を入力（記入）をしているため。

【対応方法】
請求明細書等の公費給付率欄は、公費の給付率を入力（記入）することになっています。
給付率を確認し、修正のうえ再請求してください。

※「保険優先公費の一覧表（適用優先度順）について」を参考に再請求してください。
掲載場所については、【ＮＯ.２８】（参考）をご確認ください。

確認！

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ95



【ＮＯ.６４】 返戻 給付管理票に一致する事業所番号の記載がないため、支援事業所に確認してください
（サービス種類・計画単位数も併せて確認してください）。

【原因】
給付管理票にサービス事業所の事業所番号の記載がないため。

【対応方法】
居宅介護支援事業所等に給付管理票のサービス事業所の修正（追加）を依頼し、サービス事業所は請求明細書を再度提

出してください。

請求明細書 給付管理票

給付管理票に一致する事業所
番号の記載がない

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ96



【ＮＯ.６５】 返戻 給付管理票に一致する事業所番号とサービス種類の組合せの記載がないため、支援事業
所に確認してください（計画単位数も併せて確認してください）。

【原因】
給付管理票のサービス種類と、サービス事業所が提出した請求明細書のサービス種類が異なるため。

【対応方法】
請求内容（計画単位数等）を確認し、請求内容に誤りがなければ、給付管理票を提出された居宅介護支援事業所等へ

サービス種類の確認をして下さい。

・給付管理票のサービス種類が正しい場合 → 請求明細書等のサービス種類を修正のうえ再請求してください。

・請求明細書の単位数が正しい場合 → 居宅介護支援事業所等に給付管理票のサービス種類の修正を依頼し、サービス
事業所は請求明細書を提出してください。

請求明細書 給付管理票

この事例は、

事業所番号、単位数に誤りはないが、
サービス種類が異なる

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ97



【ＮＯ.６６】 返戻 給付管理票の計画単位数が請求明細書の計画単位数未満であるため、支援事業所に確
認してください。

【原因】
給付管理票の給付計画単位数より、サービス事業所が提出した計画単位数と限度額管理対象単位数のうち低い方の単

位数が超過しているため。

【対応方法】
請求内容（計画単位数等）を確認し、請求内容に誤りがなければ、給付管理票を提出された居宅介護支援事業所等へ計

画単位数の確認をして下さい。

・給付管理票の単位数が正しい場合 → 請求明細書等の計画単位数等を正しい単位数に修正のうえ再請求してください。
（給付管理票の修正は不要です。）

・請求明細書の単位数が正しい場合 → 居宅介護支援事業所等に給付管理票の給付計画単位数の修正を依頼し、
サービス事業所は請求明細書を再度提出してください。

請求明細書 給付管理票

給付管理票の単位数を超過

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ98



【ＮＯ.６７】 保留／返戻 支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要。

当月審査分において、居宅（予防）介護支援事業所及び保険者（自己作成）から提出された給付管理票が返戻になったため、
若しくは、給付管理票の提出がないため、介護給付費明細書等が保留となったものです。

① 月初めに国保連合会が送付する「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」に「支援事業所に請求明細書に対応した給
付管理票の提出依頼が必要」として、備考欄に“保留”と記載されています。

② “保留”と表示がある介護給付費明細書等は、国保連合会でその情報を保有 していますので、再提出は不要です。居宅（予

防）介護支援事業所または、保険者（自己作成）へ給付管理票（新規）の提出依頼をしてください。

③ 保留期間は1 ヶ月です。次月に給付管理票の提出がない場合、または提出した給付管理票が返戻になった場合は、介護給
付費明細書等も返戻扱いとなりますので、「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」には「支援事業所に請求明細書に対
応した給付管理票の提出依頼が必要」と表示され、備考欄は“返戻”となります。この場合、介護給付費明細書等の再提出が
必要となります。

④ 給付管理票の提出により審査が通った場合は保留復活となり、「介護保険審査決定増減表」の保留復活分欄に件数及び単
位数等が記載されます。

⑤ 保留期間中に、過誤申出及び再請求をすることはできません。

※ サービス計画費及び他都道府県利用者の請求は、返戻となります。

大阪府国民健康保険団体連合会

【例】５月に請求を行い、居宅（予防）介護支援事業所及び保険者（自己作成）給付管理票が返戻となった若しくは提出がなく、６月に再度
給付管理票を提出したが返戻となった若しくは提出を行わなかった場合の介護給付費明細書等の状態

備考欄
「保留」

備考欄
「返戻」

令和3年5月分 令和3年６月分

🔙エラーコード一覧表へ99



【ＮＯ.６８】 返戻 サービス計画費に対応した給付管理票の提出が必要。

※居宅介護支援事業所、地域包括支援センターのサービス計画費に対して出るメッセージ

＜提出パターン＞

・月途中で要支援(事業対象者)→要介護となり、要介護サービスを利用した場合

→居宅介護支援事業所が給付管理票(要介護サービス＋予防サービス(＋総合事業サービス))を提出する

・月途中で要支援(事業対象者)→要介護となり、要介護サービスを利用しなかった場合

→地域包括支援センターが給付管理票(予防サービス(＋総合事業サービス))を提出する

※受給者台帳と居宅情報が不一致の時は、エラーになる場合があります。

※43：居宅介護支援（様式第七） 46：予防介護支援（様式第七の二） AF：介護予防マネジメント（様式第七の三）

【原因】
居宅（予防）介護支援事業所及び保険者（自己作成）から提出された給付管理票が返戻になったため、若しくは、

給付管理票の提出がないため、介護給付費明細書等が保留となったものです。

【対応方法】
「保留」と表示がある介護給付費明細書等は、国保連合会でその情報を１ヶ月保有 していますので、再提出は不要です。
居宅（予防）介護支援事業所または、保険者（自己作成）へ給付管理票（新規）の提出依頼をしてください。
「返戻」と表示されている場合は、再提出が必要です。

大阪府国民健康保険団体連合会

🔙エラーコード一覧表へ

サービス種類

43：居宅介護支援 46：予防介護支援 AF：介護予防マネジメント

介護サービスのみ 〇

介護サービス＋予防サービス 〇

予防サービスのみ 〇

予防サービス＋総合事業サービス 〇

総合事業サービスのみ 〇

参考
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